
令和６年度 第４回大野市公共交通活性化協議会 

 

        日時 令和７年２月 20 日（木）13：30～ 

        場所 結とぴあ３０２ 

 

 

１ 開会 

（１）委員の変更について 

 

 

２ 議題 

（１）乗合タクシーの運行事業者変更について    …資料１・参考資料１ 

 

 

 

３ 報告事項 

（１）令和６年度公共交通の利用実績（中間報告）について    …資料２ 

 

 

（２）まちなか循環バスの停留所の位置変更について     …資料３ 

 

 

（３）市営バス和泉大野線・和泉乗合バスのダイヤ改正について …資料４・参考資料２ 

 

 

（４）令和６年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（フィーダー補助） 

の交付申請について        …資料５・参考資料３ 

 

 

（５）令和７年度事業及び「交通空白」解消・官民連携プラットフォームへの参加について

           …資料６・参考資料４ 

 

 

 

４ その他 

 （１）京福バス大野線について（アンケート実施、今後について） 



乗合タクシー運行事業者の変更について

【事業者】
大野旅客自動車有限会社 から 大野観光自動車株式会社 に変更する。

（営業区域の新設、令和７年４月１日から）

【補足事項】
参考資料の１． （２）協議が整っていることで審査が弾力化される事項
「一般乗合旅客自動車運送事業」
①路線の新設、営業区域の新設・変更 および②路線の休廃止、営業区域の廃止
事業計画変更認可申請の標準処理期間 ２ヶ月⇒１ヶ月

資料１
（差し替え）

【協議が必要な事項「運賃」】
従前の運賃で運行することについて、本日、運賃協議会において協議済み

【協議が必要な事項「運行の態様、営業区域、使用車両、最低車両数」】
運行の態様：区域運行
系統：大⽮⼾・乾側線、森目・阪⾕線、友兼・蕨⽣線、⼩⼭・⽊本堀兼線の４路線
車両数：３両
車両の乗車定員：５人乗り（10月から、１０人乗りを導入予定）











地域公共交通会議等での協議について

１．協議が調うことで特例が認められる事項

一般乗合旅客自動車運送事業や自家用有償旅客運送において、一定の事項に関し、地
域公共交通会議等で協議が調った場合は、道路運送法の審査の特例を受けることができます。
特例を受ける場合は、協議や証明書の発行にあたり以下にご留意願います。

① 運行の態様、 路線、 営業区域 対象：
・路線不定期運行や区域運行は、地域交通ネットワークの観点から、路線定期運行と整合がとられている必要が
あり、原則として、これらの導入や路線、営業区域の新設等を行う場合は、協議が調っていることが必要です。

② 使用車両、 最低車両数 対象：
・使用車両は、通常バス型（乗車定員１１人以上）となりますが、タクシー型（乗車定員１１人未満）の車
両を使用することができます。
・車両数については、通常１営業所ごとに最低基準（※）がありますが、１両から認められます。
※路線定期運行：常用車５両、予備車１両以上 路線不定期運行、区域運行：３両以上

① 登録、 更新登録、 変更登録
・自家用有償旅客運送の登録申請をする場合は、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、
地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて、協議が調っていることが必要です。

② 旅客から収受する対価
・自家用有償旅客運送における旅客から収受する対価については、協議が調っていることが必要です。

（１）協議が調っていることが要件である事項

（２）協議が調っていることで審査が弾力化される事項

一般乗合旅客自動車運送事業

自家用有償旅客運送

一般乗合旅客自動車運送事業
① 路線の新設、 営業区域の新設・変更 対象：
・経営許可申請の標準処理期間が特段の事情がない限り、通常３ヶ月から概ね２ヶ月となります。
・事業計画変更認可申請の標準処理期間が特段の事情がない限り、通常２ヶ月から概ね１ヶ月となります。
② 路線の休廃止、 営業区域の廃止 対象：
・路線定期運行に係る路線の休廃止届が通常６ヵ月前から３０日前までの届出となります。
・路線不定期運行の路線や区域運行の営業区域に係る廃止に係る事業計画認可申請が、通常２ヵ月前から
３０日前の申請となります。

③ 運行計画 対象：
・クリームスキミング的運行（※）の要件に該当する場合であっても弾力的に取扱われます。
※競合系統がある場合に、多客時間帯や多客日のみを運行すること。詳細は平成18年9月28日付け中運
局公示第54号「一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等について」４．に規定

※運行の態様や路線、営業区域等については
裏面を参照ください。

路線不定期運行 区域運行

路線定期運行 路線不定期運行 区域運行

路線定期運行 路線不定期運行 区域運行

路線定期運行 路線不定期運行 区域運行

路線定期運行 路線不定期運行 区域運行

路線定期運行

※詳細は、平成18年9月15日付け国自旅第161号「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」等 をご覧ください。

○ 運賃及び料金 対象：
・運賃・料金の設定・変更を上限認可申請によらず、協議運賃の届出とする場合は、地域公共交通会議では協議が
行えず、道路運送法第９条第４項に規定する協議会において協議が必要となります。また、協議証明書も、地
域公共交通会議の協議証明書とは別葉としていただく必要があります。
※路線や停留所、運行系統（運送の区間）に変更が生じる場合では、その変更内容により運賃等の協議が
必要となります。詳細については、お問い合わせください。

【令和5年10月1日改正道路運送法施行による変更点】
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の協議について

参考資料１



問い合わせ先

令和６年１月発行版

２．協議、証明書の発行における留意事項

※上記は中部運輸局管内の取り扱いです。他の地方運輸局管内の取り扱いは、
管轄する各運輸支局までお問い合わせください。

☞ 協議が調った内容を協議証明書に明確に記載
・特例を受ける場合には、どの協議事項について、どの路線（運
行系統）・営業区域（運送の区間）を対象として、どのような
内容で協議が調ったか、審査において確認します。
・そのため、地域公共交通会議等において上述の点を確実に協
議するとともに、協議証明書に明確に記載してください。
・協議証明書を作成する際に、既存の会議資料等で協議内容
が確認できる場合は、「別添のとおり」と記載して、資料を添付
いただくことも可能です。
※当局で協議証明書の様式例を用意していますので、
ご活用ください。
▼中部運輸局ＨＰ

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/noriai/index.html

☞ 申請や届出時期を踏まえたスケジュールで協議を
・特例を受ける場合には、道路運送法の申請・届出時に協議証
明書を添付いただく必要があります。
・そのため、申請の標準処理期間や届出の提出期限から逆算し
て、地域公共交通会議等で協議、協議証明書の発行をお願
いします。
・また、申請に不備があり補正を要する場合は、標準処理期間よ
りも審査に時間が掛かることがありますので、余裕を持ったスケ
ジュールで申請を提出いただくようお願いします。

国土交通省 中部運輸局
自動車交通部 旅客第一課 （052-952-8035）
愛知運輸支局 輸送・監査担当（052-351-5312）

岐阜運輸支局 輸送・監査担当（058-279-3714）

静岡運輸支局 輸送・監査担当（054-261-2898）
三重運輸支局 輸送・監査担当（059-234-8411）
福井運輸支局 輸送・監査担当（0776-34-1602）

参考 乗合事業の種類 （運行の態様）

路線を定めて、定められた時刻に、
停留所間を運行するもの。
例：路線バス、高速バス

路線定期運行

路線不定期運行

路線を定めて、乗降地点間を運行するが、
発車又は到着時刻等が不定であるもの。
例：デマンドバス

区域運行

営業区域を、旅客の需要に応じて
運行するもの。
例：乗合タクシー

営業区域：
・・認可を受けた
運行できる範囲

運送の区間
・・営業区域で実際に
運行する区間
例：指定施設～病院

路線：
・・認可を受けた
通行できる道路

運行系統
・・路線内で実際に
運行する経路

発車時刻
9:00運行系統① 9:10 9:15 9:22

到着時刻
9:25

9:30運行系統② 9:35 9:40

9:47 9:50

発車時刻
不定 不定 不定 不定

到着時刻
13:00

予約等に応じて運行

運行系統

指定施設Ａ

指定施設Ｂ

指定施設Ｃ

病院

運送の区間

予約のあった区間のみ運行することも可能



令和６年度公共交通の利用実績（Ｒ６．４⽉〜Ｒ７．１⽉）

特記事項
・利用者数は利用者数、日平均、便平均ともに微増
・前年度に比べて、大野高校の利用者が増加している

①まちなか循環バス
資料２

1

利用者数（人） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 総数
奥越明成高校先回り（旧赤バス） 538 580 535 568 418 459 660 632 855 736 5,981
大野高校先回り（旧⻘バス） 499 452 398 462 350 362 549 503 607 653 4,835

Ｒ４（4月〜1月） Ｒ５（4月〜1月） Ｒ６（4月〜1月）
利用者数（人） 9,244 10,500 10,816
日平均利用者数（人） 30.6 34.7 35.8
便平均利用者数（人） 3.63 4.17 4.34

Ｒ４通年 Ｒ５通年 Ｒ６（4月〜1月）
運行経費（円） 25,473,912 24,251,427 21,050,000（25,261,332）
１便当たり経費（円） 7,990 7,610 7,982
１人当たり経費（円） 2,147 1,786 1,839
運賃収入（円） 976,300 1,192,050 1,032,200



特記事項

・利用者数は増加
（運行日は20％程度

減少）⇒日平均利用
者数増加

・１便当たり経費・
１人当たり経費は減少

・会員登録数
７８名
（2/13現在）

→タクシーチケット等
交通支援のワンストッ
プ化

②乗合タクシー
資料２

2

令和６年度公共交通の利用実績（Ｒ６．４⽉〜Ｒ７．１⽉）

利用者数（人） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 合計
大⽮⼾・乾側線 76 92 67 75 67 64 57 71 76 45 690
森目・阪谷線 72 69 79 84 122 93 124 96 69 43 851
友兼・蕨生線 39 33 34 31 26 27 25 28 31 27 301
小山・木本堀兼線 38 61 40 44 53 52 88 61 87 62 586
計 225 255 220 234 268 236 294 256 263 177 2,428

Ｒ４（4月〜1月） Ｒ５（4月〜1月） Ｒ６（4月〜1月）
大⽮⼾・乾側線 419 627 690
森目・阪谷線 1,002 933 851
友兼・蕨生線 393 276 301
小山・木本堀兼線 568 502 586

2,382 2,338 2,428
大⽮⼾・乾側線 1.7 2.5 3.4
森目・阪谷線 4.1 3.8 4.1
友兼・蕨生線 1.6 1.1 1.5
小山・木本堀兼線 2.3 2.0 2.9

9.6 9.5 11.8
大⽮⼾・乾側線 1.40 1.61 1.58
森目・阪谷線 1.40 1.42 1.41
友兼・蕨生線 1.12 1.17 1.21
小山・木本堀兼線 1.39 1.28 1.38

1.33 1.37 1.40
Ｒ４通年 Ｒ５通年 Ｒ６（4月〜1月）

22,640,145 20,231,950 13,397,640（年間:16,077,168)
10,271 9,890 9,037
7,475 7,175 6,376

761,900 807,900 597,450

運行経費（円）
１便当たり経費（円）

運賃収入（円）

計

計

平均

※定時便除く

便平均利用者数（人）

日平均利用者数（人）

利用者数（人）

１人当たり経費（円）



特記事項
・ＪＲ越美北線の補完機能を果たしている（観光シーズンに利用増）、１便当たり経費は増加（デマンド）・１人当たり経費は減少
・市営バス和泉乗合バス会員数９名（2/13現在）

③市営バス和泉大野線・和泉乗合バス
資料２

3

令和６年度公共交通の利用実績（Ｒ６．４⽉〜Ｒ７．１⽉）

利用者数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 総数
定時路線（和泉地区⇔大野市街） 209 271 274 261 251 249 326 300 256 237 2634
スクールバス 13 15 16 0 0 16 21 15 11 13 120
まちなか区域運行 3 1 0 3 3 2 1 3 6 4 26
計 225 287 290 264 254 267 348 318 273 254 2780
区域運行 60 32 74 92 73 86 105 89 72 55 738
定時便（朝一番の便） 111 153 151 108 21 141 169 162 130 137 1283
乗継便 18 25 22 24 15 17 22 13 14 13 183
計 189 210 247 224 109 244 296 264 216 205 2204

市営バス和泉大野線

市営バス和泉乗合バス

Ｒ４（4月〜1月） Ｒ５（4月〜1月）
和泉線（和泉地区⇔大野市街１往復） 777 596 和泉大野線 2,634
前坂線 1,548 1,571
中⻯線 829 743
前坂線・中⻯線 合計 2,377 2,314
和泉線 3.8 2.9 和泉大野線 7.3
前坂線 5.4 5.2
中⻯線 3.4 3.0
前坂線・中⻯線 合計 8.8 8.2
和泉線 1.91 1.46 和泉大野線 1.43
前坂線 1.02 0.97
中⻯線 0.38 0.34
前坂線・中⻯線 平均 1.40 1.31

Ｒ４通年 Ｒ５通年
14,901,027 14,866,173

2,956 2,995
3,984 4,502

和泉線 213,600 182,400 和泉大野線 508,900
前坂線 12,950 10,750
中⻯線 46,400 37,850
前坂線・中⻯線 合計 59,350 48,600

和泉乗合バス

92,250

運賃収入
１人当たり経費（円） 2,814

和泉乗合バス

3.00

運行経費（円） 13,614,320（年間：16,337,188)
１便当たり経費（円） 5,046

Ｒ６（４月〜９月）

Ｒ６（4月〜1月）

和泉乗合バス

2,204

和泉乗合バス

9.1

利用者数

日平均利用者数

便平均利用者数



まちなか循環バス停留所の位置変更について 資料３
（差し替え）

【概要】令和６年４⽉に「国時団地⼝」を廃⽌したが、地元⺠⽣委員や市⺠から
不便になったという声が届いたため、令和７年４⽉１日から位置を変更するもの

松田
医院

国時団地

Ｒ５

Ｒ６

ハニー
新鮮館

Ｒ５まで
の停留所

現停留所

新停留所

Ｒ５まで
の停留所


